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（数値は令和６年５月１日現在：速報値）

①　特別支援学級　学級数・在籍者数 ②　通級指導教室　設置教室数・児童生徒数

小学校 中学校 計 小学校 中学校 計 小学校 中学校 盲学校 聾学校 計 小学校 中学校 計

1,257 517 1,774 5,937 2,396 8,333 29 0 － － 29 515 11 526

248 84 332 317 103 420 131.5 33 － － 164.5 2,287 646 2,933

187 70 257 219 84 303 113 41 － － 154 1,534 529 2,063

27 12 39 28 13 41 0 0 2 － 2 22 7 29

53 28 81 57 33 90 6 0 － 10 16 123 39 162

50 7 57 60 7 67 81.5 26.5 － － 108 1,553 494 2,047

1,374 508 1,882 6,877 2,301 9,178 95.5 29.5 － － 125 1,885 512 2,397

3,196 1,226 4,422 13,495 4,937 18,432 0 0 － － 0 6 3 9

0 0 － － 0 1 1 2

456.5 130 2 10 598.5 7,926 2,242 10,168

※「教室数」は、再任用ハーフの教室数を0.5教室として計上

自閉症・情緒障害

児童生徒数

言語障害

自閉症

情緒障害

弱視

教室数
区分

計

学級数 在籍者数
区分

知的障害

肢体不自由

病弱・身体虚弱

弱視

病弱・身体虚弱

難聴

ＬＤ

ＡＤＨＤ

肢体不自由計

難聴

言語障害

通学 施設内 訪問 計 通学 施設内 訪問 計 通学 訪問 計

2 9 25 － － 25 20 － － 20 50 － 50 104

6 75 133 － － 133 70 － － 70 117 － 117 395

23 1 1,613 19 1 1,633 1,086 19 － 1,105 2,834 － 2,834 5,573

11 9 487 20 55 562 267 6 16 289 336 18 354 1,214

1 － 95 － 1 96 61 － 1 62 120 1 121 279

1 － 13 21 5 39 13 11 17 41 11 － 11 91

44 94 2,366 60 62 2,488 1,517 36 34 1,587 3,468 19 3,487 7,656

③　特別支援学校の学校数、在籍者数

病弱特別支援学校

計

合計

在籍者数

盲学校

聾学校

知的障害

特別支援学校
肢体不自由

特別支援学校

区分 学校数
幼稚部

小学部 中学部 高等部

知的障害・肢体不自由

特別支援学校

①・②については公立小中学校、③・⑤については国公立特別支援学校、④については国公立特別支援学校及び公立中学校の数値

令和６年度 

障害のあるお子さんのための相談機関一覧 

機　　　関　　　名 電 話 番 号 FAX番号

名古屋市教育センターハートフレンドなごや 〒456-0031　 名古屋市熱田区神宮3-6-14 (052)683-8222 681-7941

愛知県医療療育総合センター 〒480-0392　 春日井市神屋町713-8 (0568)88-0811  88-0839

中央児童・障害者相談センター 〒460-0001　 名古屋市中区三の丸2-6-1 (052)961-7250 950-2355

一宮児童相談センター 〒491-0917　 一宮市昭和1-11-11 (0586)45-1558  45-1560

春日井児童相談センター 〒480-0304　 春日井市神屋町713-8 (0568)88-7501  88-7502

海部児童・障害者相談センター 〒496-8535　 津島市西柳原町1-14 (0567)25-8118  24-2229

知多児童・障害者相談センター 〒475-0902　 半田市宮路町1-1 (0569)22-3939  22-3949

西三河児童・障害者相談センター 〒444-0860　 岡崎市明大寺本町1-4 (0564)27-2779  22-2902

刈谷児童相談センター 〒448-0851　 刈谷市神田町1-3-4 (0566)22-7111  22-7112

豊田加茂児童・障害者相談センター 〒471-0024　 豊田市元城町2-68 (0565)33-2211  33-2212

新城設楽児童・障害者相談センター 〒441-1326　 新城市字中野6-1 (0536)23-7366  23-7367

東三河児童・障害者相談センター 〒440-0806　 豊橋市八町通5-4 (0532)54-6465  54-6466

名古屋市児童福祉センター内中央療育センター 〒466-0858　 名古屋市昭和区折戸町4-16 (052)757-6126 757-6129

所　　　　在　　　　地

特別支援学校一覧 

卒業者
総数

進学者
教育訓練

機関等

入学者
就職者

福祉施設

入所等

卒業者
総数

進学者
教育訓練

機関等

入学者
就職者

福祉施設

入所等

8 8 0 0 0 8 2 1 3 2

32 31 0 0 1 22 9 2 10 1

313 306 0 0 7 936 0 14 344 578

94 92 0 0 2 133 2 1 14 116

22 22 0 0 0 28 1 1 0 26

2 2 0 0 0 3 1 0 1 1

471 461 0 0 10 1,130 15 19 372 724

1,417 1,281 41 10 85 3 0 0 2 1

（令和６年３月卒業者） 11 0 1 10 0

14 0 1 12 1

（令和６年３月卒業者）

知的障害・肢体不自由

特別支援学校

④　特別支援学校中学部及び中学校特別支援学級卒業者数 ⑤　特別支援学校高等部卒業者数

専
攻
科

盲学校

聾学校

計

区分

本
科

盲学校

聾学校

知的障害

特別支援学校
肢体不自由

特別支援学校

病弱特別支援学校

計

区分

中学校特別支援学級

中
学
部

盲学校

聾学校

知的障害

特別支援学校
肢体不自由

特別支援学校

病弱特別支援学校

計

知的障害・肢体不自由

特別支援学校

郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

県立名古屋盲学校 〒464-0083 名古屋市千種区北千種１-8-22 (052)711-0009 723-6813

県立岡崎盲学校 〒444-0875 岡崎市竜美西1-11-5 (0564)51-1270 55-9431

県立名古屋聾学校 〒464-0021 名古屋市千種区鹿子殿21-1 (052)762-6846 753-2247

県立千種聾学校 〒464-0071 名古屋市千種区若水2-5-1 (052)711-8888 723-6824

県立千種聾学校ひがしうら校舎 〒470-2104 知多郡東浦町大字生路字池上70 (0562)82-3123 82-3100

県立豊橋聾学校 〒441-8141 豊橋市草間町字平東100 (0532)45-2049 47-7545

県立岡崎聾学校 〒444-2111 岡崎市西阿知和町字御用田1-23 (0564)45-2830 45-6248

県立一宮聾学校 〒491-0934 一宮市大和町苅安賀字上西之杁30 (0586)45-6000 43-4462

県立みあい特別支援学校 〒444-0802 岡崎市美合町字並松1-51 (0564)57-0013 53-0034

県立一宮東特別支援学校 〒491-0083 一宮市丹羽字中山1151-1 (0586)51-5311 78-8789

県立瀬戸つばき特別支援学校 〒489-0965 瀬戸市南山口町474 (0561)56-0950 87-2500

県立半田特別支援学校 〒475-0945 半田市池田町2-30 (0569)27-7061 27-7640

県立春日台特別支援学校 〒480-0392 春日井市神屋町713-8 (0568)41-8751 88-5863

県立豊川特別支援学校 〒442-0863 豊川市平尾町門田77 (0533)88-2553 88-2595
県立豊川特別支援学校本宮校舎 〒441-1205 豊川市大木町鑓水445 (0533)93-0515 93-2826

県立安城特別支援学校 〒444-1154 安城市桜井町伝左20 (0566)99-3345 99-5479

県立いなざわ特別支援学校 〒492-8364 稲沢市一色森山町225-1 (0587)35-2005 36-3340

県立大府もちのき特別支援学校 〒474-0038 大府市森岡町 7-427 (0562)46-3011 46-3021
県立大府もちのき特別支援学校桃花校舎 〒474-0025 大府市中央町5-15 (0562)46-6909 44-0656

県立佐織特別支援学校 〒496-8019 愛西市西川端町中東山37 (0567)37-2061 37-2629

県立三好特別支援学校 〒470-0213 みよし市打越町山ノ神1-2 (0561)34-4832 32-4232
県立豊橋特別支援学校山嶺教室 〒441-2302 北設楽郡設楽町清崎字林ノ後5-2 (0536)62-0722 62-0733
県立豊橋特別支援学校潮風教室 〒441-3613 田原市古田町岡ノ越6 (0531)32-0134 32-0135

県立春日井高等特別支援学校 〒486-0925 春日井市中切町2-3-8 (0568)85-3511 85-1141

県立豊田高等特別支援学校 〒473-0906 豊田市竹町栄21-1 (0565)54-0011 54-0013

名古屋市立西特別支援学校 〒454-0828 名古屋市中川区小本1-19-38 (052)354-3881 354-3879

名古屋市立南特別支援学校 〒456-0032 名古屋市熱田区三本松町23-26 (052)871-7390 871-7392
名古屋市立南特別支援学校分校 〒457-0826 名古屋市南区中割町2-10 (052)611-3137 611-3157

名古屋市立守山特別支援学校 〒463-0011 名古屋市守山区小幡1-14-6 (052)794-5466 795-2615

名古屋市立天白特別支援学校 〒468-0001 名古屋市天白区植田山2-101 (052)781-5610 782-1630
名古屋市立若宮高等特別支援学校 〒468-0046 名古屋市天白区古川76 (052)899-0538 899-0539

豊橋市立くすのき特別支援学校 〒441-8124 豊橋市野依町字上ノ山3-2 (0532)29-7660 25-1007

愛教大附属特別支援学校 〒444-0072 岡崎市六供町八貫15 (0564)21-7300 22-8723

県立名古屋特別支援学校 〒452-0822 名古屋市西区中小田井5-88 (052)502-8866 502-8849

県立港特別支援学校 〒455-0018 名古屋市港区港明1-10-2 (052)651-3710 651-3917

県立豊橋特別支援学校 〒440-0841 豊橋市西口町字西ノ口25-10 (0532)61-8118 63-5783

県立岡崎特別支援学校 〒444-0802 岡崎市美合町字並松1-90 (0564)72-5600 52-8071

県立一宮特別支援学校 〒491-0136 一宮市杉山字氏神廻1 (0586)78-4635 78-8703

県立ひいらぎ特別支援学校 〒475-0903 半田市出口町1-8-1 (0569)26-7131 26-7122

県立小牧特別支援学校 〒485-0003 小牧市久保一色1129-2 (0568)73-7661 75-9380

瀬戸市立瀬戸特別支援学校 〒489-0886 瀬戸市萩山台2-22 (0561)76-4391 76-3948
瀬戸市立瀬戸特別支援学校光陵校舎 〒489-0886 瀬戸市萩山台9-244 (0561)76-2263 76-5504

刈谷市立刈谷特別支援学校 〒448-0813 刈谷市小垣江町白沢 36 (0566)21-7301 21-7361

豊田市立豊田特別支援学校 〒470-0342 豊田市大清水町原山66 (0565)44-1151 44-1160
知・肢 県立にしお特別支援学校 〒445-0046 西尾市須脇町高河原86 (0563)65-5430 54-5577

病弱 県立大府特別支援学校 〒474-0038 大府市森岡町7-427 (0562)48-5311 44-0662

聾

学

校

中・高（本・専）

学校名　 設置部
盲
学
校

幼・小・中・高（本・専）

幼・小・中・高

幼・小・中・高

幼・小

幼・小・中・高

幼・小・中・高（本・専）

幼・小

幼・小・中・高

小・中・高

小・中・高

小・中・高知
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小・中・高

小・中・高

高

小・中・高

小・中・高

小・中・高

高

小・中・高

高

小・中・高

高

高

小・中・高

高

小・中・高

小・中・高

小・中・高

高

中・高

小

小・中・高

幼・小・中・高

小・中・高

小・中・高

小・中・高

肢

体

不
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由

特

別
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学

校

小・中・高

小・中・高

小・中・高

小・中・高

中・高

小・中・高

小・中・高

小

小・中・高
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校
へ
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学 

 

 

「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼

児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指

導や必要な支援を行うものです。特別な支援を必要とする子どもたちが在籍する全ての学校において実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 切れ目のない一貫した支援を行うため、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成・活用を進め、引継ぎを 
行っています。 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 31 日

（5 か月前）

10/1 現在 

11 月 30 日 

（4 か月前） 

支障がない場合は 3 か月前まででも可 

12 月 31 日      1 月 31 日 

（3 か月前）       （2 か月前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 早期教育相談 

乳幼児期から就学前までの障害のあるお子さんの保護者に対して、教育事務所ごとに７～８月頃教育相談を実施します。 

＜相談会場＞  尾張教育事務所   ２会場     

海部教育事務所   １会場     

知多教育事務所   １会場 

西三河教育事務所 １会場     

東三河教育事務所 １会場 

東三河教育事務所新城設楽支所 １会場 

  

 

就  学  手  続 

早 期 教 育 相 談 

保護者へ 
 
入学期日及び
学校指定の通
知 
 

県教委 
より 

保護者へ 
 
入学期日及び
学校指定の通
知 
 
市町村教委 

より 学
齢
簿
の
作
成 

就
学
時
の
健
康
診
断 

学
校
教
育
法
施
行
令 

22
条
の
３
に
該
当
し
な
い 

学
校
教
育
法
施
行
令 

22
条
の
３
に
該
当
す
る 

本
人
・保
護
者
の
意
見
を
最
大
限
尊
重
し
、

教
育
的
ニ
ー
ズ
と
必
要
な
支
援
に
つ
い
て

合
意
形
成
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
、

市
町
村
教
育
委
員
会
が
、
就
学
先
を
決
定

す
る
。 

県教委へ 
 
特別支援学校
に就学させるべ
き旨を通知 
 
市町村教委 

より 

通 常 の 学 級 に 在 籍
し、各教科などの授業
は 通 常 の 学 級 で 行
い、障害の状態に応じ
た特別の指導を週１
～８単位時間、通級
指導教室で行います。 
＜対象＞ 

言語障害 
自閉症 
情緒障害 
弱視 
難聴 
ＬＤ 
ＡＤＨＤ 
肢体不自由 
病弱・身体虚弱 

特 別 支 援 教 育 

幼稚園・保育所等、小・中学校及び義務教育学校、高等学校

等 

特別支援学校 

▶ 障害のある子どもを対象

として、専門性を生かし

た特別支援教育を実施

しています。 

▶ 幼稚園・保育所等から

高等学校に相当する年

齢段階の教育を、特別

支援学校のそれぞれ幼

稚部・小学部・中学部・

高等部で行います。 

 

＜対象＞ 

視覚障害 

聴覚障害 

知的障害 

肢体不自由 

病弱・身体虚弱 

障害に配慮し、指導内

容・方法を工夫した学

習活動を行います。 

障害の種類ごとの少人

数学級で、障害のある

子ども一人一人に応じ

た教育を行います。 

 

＜対象＞ 

知的障害 

肢体不自由 

病弱・身体虚弱 

弱視 

難聴 

言語障害 

自閉症・情緒障害 

通級による指導 

 
交流及び 

共同学習 

関係機関とのネットワークの構築 子どもの成長に応じた一貫した支援 

 
交流及び 

共同学習 

医療 保健 福祉 労働 その他 

連携 連携 

▶ 園・学校全体で特別支援教育を実施しています。 
▶ 小・中学校及び義務教育学校には「特別支援学級」や「通級

による指導」の制度があります。 
▶ 高等学校では「通級による指導」が制度化され、平成３０年度

から実施しています。 

通常の学級 特別支援学級 

「個別の教育支援計画」 → 乳幼児期から学校卒業後まで長期的な視点に立って、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関が連 
携して、障害のある子ども一人一人のニーズに対応した支援を効果的に実施するための計画 

「個別の指導計画」     → 学校の教育課程において、児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細やかな指導が行えるよう、指 
導目標や指導内容・方法等を具体的に表した指導計画 


